
【合理的配慮の流れ】  

 

        学生からの相談         

 

学生相談室   保健室  専攻の教員  事務局 

 

     教務学生支援担当理事が判断      

  

合理的配慮が必要である        教育的配慮*で対応できる  

 

          （配慮申請を提出）        関係者に教育的配慮を依頼  

          

 

  ①経費が発生する                  ①支援が緊急を要する 

  ②成績に直接影響する                ②支援が軽微である 

  ③アカデミックスタンダードに直接影響する    本人と関係者（専攻の担任等）で相談し、 

教務学生支援担当理事が選任した担当者や専攻の    本人からの要望や可能な支援を提示し、 

担任等で会議を開催し、支援内容を協議する。     『支援実施計画書』をまとめる。 

 

  支援内容決定   

  支援内容に基づき当該会議にて 

  『支援実施計画書』を作成する。 

       

             支援実施計画書の提出              

専攻の担当者は速やかに『支援実施計画書』を 

担当する委員会または部署に提出し、承認を受ける。 

       

               合意書の作成                

専攻の担当者は『支援実施計画書』の内容を本人とともに確認し、 

学長の承認のうえ、事務局が合意書にまとめる。 

 

            合意書の締結・支援の開始             

          合意書の締結を受け、事務局から関係各所へ速やかに通知し、 

支援を開始する。 

 

 

*教育的配慮とは…教員個々の教育的理念や工夫による支援、心配りなどである。例えば、資料提供の

工夫、マイク等の使用、授業中の座席の位置やグループワークでの声がけなどがあ

るが、学生個人の状況と授業内容によって多様になされている。 


